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計画にあたって 

１ 森林計画制度について 

  森林は、国土の保全、水源の涵養、生物多様性の保全、地球温暖化防止等の多面的機能の

発揮を通じて、安全で安心して暮らせる社会の実現や、木材等の林産物の供給源としての経

済活動との結びつきなど、多くの働きで私たちの暮らしを支える大切な存在です。 

  無秩序な森林の伐採や開発は、森林の荒廃を招き、山崩れや風水害等による災害を発生さ

せる原因となります。また、無計画な伐採は森林資源を減少させ、安定的な林産物供給にも

支障をきたすおそれがあります。しかも、森林の造成には長い年月を要することから、一旦

このような状態になってから森林の機能の回復を図ることは容易ではありません。 

   そのため、長期的な視点に立った計画的かつ適切な森林の取扱いの推進が必要であること

から、森林法において森林計画制度が定められています。 

 

２ 地域森林計画について 

  地域森林計画は農林水産大臣の定める森林計画区毎に都道府県知事がたてるもので、森林

関連施策の方向と地域的特性に応じた森林整備や保全の目標等を明らかにするとともに、市

町村森林整備計画の指針となることを目的とするものです。 

  本計画は全国森林計画に即し、県の分野別計画である｢とちぎ森林創生ビジョン｣の内容を

踏まえ策定しています。 

 

【県】

                  　（令和２年３月策定）
＜基本理念＞
「林業・木材産業の成長産業化」と「森林の適切な整備・
保全」
（100年後の本県の森林のあるべき姿）
 
＜重点施策＞

①林業・木材産業の産業力強化

②森林の公益的機能の高度発揮
　（災害に強い森づくりの推進）

③林業・木材産業を支える地域・人づくり

とちぎ森林創生ビジョン

森林計画制度

【農林水産大臣】                                         

・地域森林計画等の指針 

【都道府県知事】

【市町村長】         　　　　　　　　　　

【森林所有者等】                                   

　の実施に関する具体的な計画  

・地域森林計画に適合したもの

（複数の市町村にわたる場合は都道府県知事）

・地域森林計画の対象となっている民有林

・県内全市町村で策定、森林経営計画の認定基準

・市町村森林整備計画に適合したもの

・市町村長が森林経営計画の認定者

全国森林計画

（平成３０年１０月策定）

・森林所有者等が行う伐採、造林、保育等

市町村森林整備計画

・市町村の森林関連施策の方向

・森林所有者等が行う伐採、造林の指針等

・公益的機能別施業森林区域内における施業の方針

地域森林計画

・都道府県の森林関連施策の方向

森林経営計画

・一体的なまとまりのある民有林が対象

・伐採、造林、林道、森林の保護、保安林の整備の
目標等

・市町村森林整備計画の指針

・森林・林業基本計画に即してたてる計画

・森林の整備、保全のためのルール、
　ガイドライン

【政府】

                  　　　　　　  （令和３年６月 策定）

基本方針

○　森林資源の適正な管理・利用

○　「新しい林業」の展開

○　木材産業の競争力の強化

○　都市等における「第２の森林」づくり

○　新たな山村価値の創造

<森林･林業に関する長期的かつ総合的な施策の方向及び目標>
森林・林業・木材産業によるグリーン成長

森林・林業基本計画
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 全国には１５８の森林計画区があり、栃木県には「那珂川森林計画区」「鬼怒川森林計画区」

「渡良瀬川森林計画区」３つの計画区があり、計画区毎に 10 年を１期とする計画を５年ごと

に作成しています。 

【該当する市町】 

 ・那珂川森林計画区 

   大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 茂木町 塩谷町 那須町  

   那珂川町 

・鬼怒川森林計画区 

   宇都宮市 日光市 真岡市 上三川町  益子町 市貝町 芳賀町 高根沢町 

 ・渡良瀬川森林計画区 

   足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市  小山市 下野市 壬生町 野木町 

 

全国森林計画と地域森林計画の計画期間 

 

H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

旧計画

現計画

地域森林計画

現計画

新計画

旧計画

現計画

旧計画

現計画

全国森林
計画

(H31.4～
R16.3)

渡良瀬川
（R4.4～
R14.3 )

那珂川
（R3.4～
R13.3)

鬼怒川
（H31.4～
R11.3)

R３ 計画樹立


